
 

第 3 海 岸 

 

海岸のようす 

本県の海岸線は延長約５３１kmです。この海岸線は地形、海象などの状況から2つの沿岸に区分   

されています。東京湾最奥部の旧江戸川河口から館山市洲崎までの「東京湾沿岸（約３０１km）」と洲

崎から茨城県境までの「千葉東沿岸（約２３０km）」です。また、国土を津波、高潮、波浪等の被害か

ら防護するために、海岸法の規定に基づき、海岸管理者（県知事）が海岸保全区域を指定しています。 

 

海岸保全区域の概要 

（資料：令和６年度版 海岸統計） 

 

水管理・国土保全局所管海岸保全区域 

港湾局所管海岸保全区域 

一級河川 

二級河川 

標高20m以下 

標高20m～100m 

標高100m～200m 

標高200m～300m 

標高300m～400m 

標高400m以上 

*千葉県の海岸 

国土交通省
（水管理・国土保全局）

国土交通省
（港湾局）

農林水産省
（農村振興局）

水産庁 計

千葉東 109,130
（港湾局と910ｍ重複）

7,534
(水管理・保全局と910ｍ重複)

24,680 141,344
（重複部910ｍ含む）

東京湾 73,209 69,118 13,048 7,960 163,335

計 182,339 76,652 13,048 32,640 304,679

海岸保全区域指定済延長

沿岸名
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海岸保全への取組 

「海岸法」では、“災害からの海岸の防護 

（防災）”“海岸環境の整備と保全”および 

“公衆の海岸の適正な利用”を目的とし、  

防護・環境・利用の３つの面でバランスの  

とれた総合的な海岸管理を目指しています。 

また、都道府県知事は、国が定めた「海岸

保全基本方針」に基づき、学識経験者、関係

市町村長、関係海岸管理者の意見を聴く  

とともに、地域の意見を反映した「海岸保全

基本計画」を沿岸ごとに定めます。 

本県では、千葉東沿岸と東京湾沿岸の 2 つ

の沿岸について同計画を策定し、海岸の防護

に加え、海岸環境の保全や海岸利用にも配慮

した総合的な海岸保全を推進しています。 

 

＊防護・環境・利用のバランスのとれた海岸管理 

（１）防 護 

海岸は、津波、高潮、波浪による災害や、

海岸侵食などから背後の人命や財産を防護

する役割を担っています。 

（平成２３年３月１１日の東北地方太平

洋沖地震による津波被害により、津波防護

の考え方について検討を行いました。） 

（２）環 境 

海岸は、砂浜、干潟、岩礁など生物にと

って多様な生息・生育環境を提供しており、

そこには、特有の環境に依存した固有の 

生物も多く存在しています。 

海岸保全基本計画では、自然公園などの

優れた自然環境を保全するとともに、  

都市部の海岸においても県民の憩いの場と

なる良好な景観の形成を推進することとし

ています。 

（３）利 用 

海岸は、古来より地域社会において祭りや

行事の場として利用されています。 

近年では、海水浴や潮干狩りなどの利用に

加え、様々なレジャーやスポーツ、体験活動・

学習活動の場としての利用がなされています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ハマヒルガオ 

海水浴(白里海岸) 
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主な海岸保全施設 

（１）ヘッドランド（人工岬） 

天然石等をもちいて人工的に岬を  複

数基築造し、岬間から沿岸方向に流出する

砂を制御することにより、海浜の安定を図

ります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）離岸堤 

海岸より離れた沖合いにブロックを 設

置して、波を減衰させます。離岸堤背後の

静穏域には、浮遊状態となった砂が集まり、

トンボロ（舌状の堆積地形）が形成されま

す。 

 

 

 

（３）人工リーフ（人工礁） 

沖合いの水面下に捨石等を投下し、人工

的に礁を築造して波を減衰させます。 

トンボロの形成や、自然景観を損なわな

いなど、魚礁効果が高い工法です。 

 

（４）堤防・護岸 

波浪や高潮、津波による海水の陸域への

侵入および侵食などによって、海岸線の後

退を防ぐことを目的とした施設です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（５）水門・排水機場 

水門は、高潮や波浪から背後地を防護する 

ために、河川・運河などを横切って設けられる

施設です。通常は開放されており、高潮時には

閉鎖され、堤防などと同様な役割を果たします。 

排水機場は、高潮時に水門が閉鎖された後、

降雨などにより流入してくる河川水や都市排水

および農地排水を、強制的に排除することを 

目的とした施設です。 
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海岸整備事業 

（１）海岸保全施設整備事業 

・ 高潮対策事業 

高潮、波浪、津波などの海水による被害から県民の生命財産を守るため、堤防、護岸、離岸堤、

人工リーフ、ヘッドランド、水門、排水機場などの建設を推進しています。 

・ 侵食対策事業 

海岸を侵食から守り、国土を保全するため、堤防、護岸、消波堤、離岸堤、人工リーフ、     

ヘッドランドなどの建設及び養浜を推進しています。 

 

 

（２）海岸保全施設整備事業（都市） 

・ 都市高潮対策事業 

護岸・堤防の改良により防災機能を回復し、県民の生命と財産の保全を図るとともに、改良に  

併せた堤防の緑化や利便設備の整備により、誰もが親しめる良好な海岸空間の創出を図ります。 

高潮対策事業（都市） 浦安海岸 

 

施工前 施工後 

高潮対策事業 千葉港海岸（船橋地区） 侵食対策事業 一宮海岸 

高潮対策事業 北九十九里海岸 海岸環境整備事業 千葉港海岸（検見川地区） 
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